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基 発 第 0331015号

平成21年 3月31日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長

(公 印 省 略 )

｢長期家族介護者援護金の支給について｣の一部改正について

長期家族介護者援護金の支給については､平成 7年 4月 3日付け基発第 199

号 ｢長期家族介護者援護金の支給についてlにより取り扱われてきたところで

あるが､今般､当該通達に関し､別添右欄を左欄のとおり改正することとした

ので､事務処理に遺漏なきを期されたい｡

なお､本改正は文言の適正化を図るものであり､従前の取扱いを変更するも

のではないことを念のため申し添えるO



｢長期家族介護者援護金の支給について｣(平成 7年4月3日付け基発第 199号)新旧対照表

(別添)

(傍線の部分は変更箇所)

変 更 後 変 更 前

1 (略) 1 (略)

2 援護金の支給対象者 2 援護金の支給対象者

(1).(2) (略) (1).(2) (略)

(3) 要綱2(1)①～③の要件については､被災労働者ゐ死亡時点におけ (3) 要綱2(1)①～③の要件については､被災労働者の死亡時点におけ

る状態に関し､介護補償給付又は介護給付 (常時介護を要する状態. る状態に関し､介護料支給要綱(昭和 55年 4月 5日付け基発第 165

にある者に行うものに限る(以下 ｢介護 (補償)給付｣という∩)ーの 号)に基づいて支給される介護料の支給対象者に係る要件の取扱い

支給対象者に係る要件の取扱いと同様の取扱いにより認定するもの と同様の取扱いにより認定するものとするoなお､被災労働者が死

とするOなお､被災労働者が死亡した時点において企蓮｣適選L盤 亡した時点において企整数(炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関

付又は ｢労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の施行 (第 する特別措置法(昭和42年法律第 92号)第8条の規定による介護料

2次分)について｣(平成 8年 3月 1日付け基発第 95号)第 1の2 を含むo以下同じ○)を受給していた賂合及び被災労働者が過去にお

の (12)の規定による廃止前の ｢介護料の支給にういて｣(昭和 55 いて介護料を受給していたことがある場合については､この要件を

年4月5日付け基発第 165号)に基づき支給される介護料 (堂遡董 充たすものとして取り扱うものとする○(4)～(8) (略)

災害補償保険法等の一部を改正する法律 (平成7年法律第35号)附

則第 7条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に

関する特別措置法(昭和42年法律第92号)第8条の規定による介護

料を含む○以下同じ○)を受給していた鯵合及び被災労働者が過去に

おいて介護 (補償)給付又は介護料を受給していたことがある場合

については､この要件を充たすものとして取り扱うものとする○

(4)～(8) (略)
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はり蘇)

長期家族介護者援護金支給要綱

1-3 (略)

4 申請の手続等

(1) 援護金の支給を受けようとする者(以下 ｢申請人｣という｡)は､

次に掲げる事項を記載した ｢長期家族介護者援護金支給申請書｣(揺

護金様式第 1号｡以下 ｢申請書｣という｡)を､死亡した労働者が受

給していた障害(補償)年金又は傷病(補償)年金に係る負傷等を被っ

た事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下 ｢所轄署長｣と

いう｡)を経由して､当該所轄署長の管轄区域を管轄する都道府県労

働局長(以下 ｢所轄局長｣という｡)に提出するものとする｡

① (略)

② 死亡した労働者が受給していた年金の種痛及び受給期間並びに

介護 (補償)給付又は介護料の受給関係

③～⑥ (略)

(2) 上記(1)の申請書には､次の書類を添付するものとする｡

ただし､②から⑤の書類については､申請人が遺族(補償)年金の

請求書に当該書類を添付して提出しているときには､提出すること

を要しないものとする｡

① 死亡した労働者が介護 (補償)給付 (常時介護を要する状態に

ある者に行 うものに限るo)又は ｢労働者災害補償保険法等の一部

を改正する法律の施行 (第2次分)について｣(平成 8年3月1

(別添)

長期家族介護者援護金支給要綱

1-3 (略)

4 申請の手続等

(1) 援護金の支給を受けようとする者(以下 ｢申請人｣という｡)は､

次に掲げる事項を記載した ｢長期家族介護者援護金支給申請書｣(揺

護金様式第 1号｡以下 ｢申請書｣という｡)を､死亡した労働者が受

給していた障害(補償)年金又は傷病(補償)年金に係る負傷等を被っ

た事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長く以下 ｢所轄署長｣と

いうD)を経由して､当該所轄署長の管轄区域を管轄する都道府県労

働局長(以下 ｢所轄局長｣という｡)に提出するものとする｡

(》 (略)

② 死亡した労働者が受給していた年金の種類及び受給期間並びに

介護料の受給関係

(参～⑥ (略)

(2) 上記(1)の申請書には､次の書類を添付するものとする｡

ただし､②から⑤の書類については､申請人が遺族(補償)年金の

請求書に当該書類を添付して提出しているときには､提出すること

を要しないものとする｡

① 死亡した労働者が介護料(炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に

関する特別措置法(昭和42年法律第92号)第8条の規定による介

護料を含む｡)を受給していたときは､介護料支給 ･不支給決定通
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目付け基発第95号)第 1の2の (12)の規定による廃止前の ｢介 知書の写しその他その事実を証明することができる書類②～⑧ (略)

護料の支給について｣(昭和 55年 4月5日付け基発第 165号)に

基づき支給される介護料(労働者災害補償保険法等の一部を改正

する法律 (平成 7年法律第35号)附則第 7条の規定による改正前

些炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42

年法律第92号)第8条の規定による介護料を含む○)を受給してい

たときは､介護 (補償)給付支給 .不支給決定通知書又は介護料

支給 .不支給決定通知書の写しその他その事実を証明することが

できる書類

②～⑧ (略)

(3)～(5) (略) (3)～(5) (略)
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